
福 井 市 建 設 工 事 等 に 関 す る 事 務 取 扱 要 綱  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 が 発 注 す る 建 設 工 事 （ 建 設 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年

法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 設 工 事 を い う 。 以 下 同

じ 。） 又 は 建 設 工 事 に 係 る 製 造 の 請 負 及 び 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等

（ 福 井 市 財 務 会 計 規 則 （ 昭 和 ３ ９ 年 福 井 市 規 則 第 １ １ 号 。 以 下 「 財 務

会 計 規 則 」 と い う 。） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 設 コ ン サ ル タ ン ト

業 務 等 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 委 託 （ 以 下 「 建 設 工 事 等 」 と い う 。）

並 び に 建 設 工 事 用 資 材 の 購 入 （ 以 下 「 資 材 の 購 入 」 と い う 。） に 関 す

る 事 務 取 扱 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 建 設 工 事 等 及 び 資 材 の 購 入 の 施 行 の 委 託 の 原 則 ）  

第 ２ 条  建 設 工 事 等 及 び 資 材 の 購 入 の 施 行 は 、 部 長 （ 工 事 主 管 部 長 を 除

く 。） が 、 当 該 建 設 工 事 等 及 び 資 材 の 購 入 の 計 画 概 要 書 に こ れ に 付 随

す る 予 算 の 内 容 書 そ の 他 参 考 資 料 を 付 し て 、 当 該 建 設 工 事 等 及 び 資 材

の 購 入 の 工 事 主 管 部 長 に 当 該 建 設 工 事 等 及 び 資 材 の 購 入 の 施 行 の 委 託

を し て 行 う も の と す る 。  

 （ 建 設 工 事 等 及 び 資 材 の 購 入 を 行 う 場 合 の 手 続 ）  

第 ３ 条  工 事 主 管 課 長 は 、 建 設 工 事 等 及 び 資 材 の 購 入 に 係 る 契 約 事 務 を

依 頼 す る と き は 、 設 計 図 書 を 作 成 し 、 執 行 伺 書 に よ る 決 裁 後 、 当 該 決

裁 後 の 執 行 伺 書 を 契 約 課 長 に 送 付 す る も の と す る 。  

２  工 事 主 管 課 長 は 、 災 害 等 か ら の 工 事 上 の 事 故 の 防 止 、 公 共 の 安 全 確

保 そ の 他 の 理 由 に よ り 、 緊 急 に 建 設 工 事 等 を 施 工 す る 必 要 が 生 じ た 場

合 は 、 工 事 主 管 部 長 の 指 揮 を 受 け て 、 こ の 要 綱 に 定 め る 手 続 に よ ら な

い で 処 理 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 事 後 直 ち に 、 所 定 の 手 続 を と ら



な け れ ば な ら な い 。  

３  こ の 要 綱 の 規 定 に か か わ ら ず 、 前 項 に 規 定 す る 緊 急 の 建 設 工 事 等 を

施 工 す る 場 合 の 手 続 に つ い て は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。 

 （ 一 般 競 争 入 札 ）  

第 ４ 条  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 。 以 下 「 令 」 と い

う 。） 第 １ ６ ７ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に

必 要 な 資 格 又 は 令 第 １ ６ ７ 条 の ５ の ２ に 規 定 す る 当 該 資 格 に 加 え て 当

該 入 札 に 参 加 す る 者 の 事 業 所 の 所 在 地 等 に 関 す る 必 要 な 資 格 を 定 め る

場 合 は 、 工 事 主 管 部 長 は 、 契 約 課 長 と 協 議 し て 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格

要 件 案 を 作 成 し 、 こ れ を 福 井 市 建 設 工 事 等 指 名 業 者 選 定 審 査 会 （ 以 下

「 審 査 会 」 と い う 。） に 提 出 す る も の と す る 。  

２  審 査 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 提 出 に 係 る

一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 要 件 案 が 妥 当 な も の か ど う か の 審 査 を 行 い 、 一

般 競 争 入 札 参 加 資 格 要 件 の 決 定 を 行 う も の と す る 。  

３  契 約 課 長 は 、 令 第 １ ６ ７ 条 の ５ 第 １ 項 の 資 格 に 係 る 要 件 が 、 前 項 の

規 定 に よ り 決 定 さ れ た 場 合 は 、 同 条 第 ２ 項 及 び 財 務 会 計 規 則 第 ８ ８ 条

の 規 定 に よ る 公 示 （ 以 下 「 公 示 」 と い う 。） を 行 う も の と す る 。  

４  契 約 課 長 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 資 格 の 要 件 に よ り 一 般

競 争 入 札 を 行 う 場 合 は 、 令 第 １ ６ ７ 条 の ６ 第 １ 項 及 び 財 務 会 計 規 則 第

９ ０ 条 の 規 定 に よ る 公 告 （ 以 下 「 公 告 」 と い う 。） を 行 う も の と す る 。 

５  審 査 会 は 、 公 示 及 び 公 告 に 基 づ き 資 格 の 審 査 の 申 請 が あ っ た と き は 、

当 該 申 請 を し た 者 （ 次 項 に お い て 「 申 請 者 」 と い う 。） に 係 る 資 格 の

有 無 に つ い て 審 査 を 行 い 、 入 札 参 加 資 格 者 の 決 定 を 行 う も の と す る 。

た だ し 、 審 査 会 が 認 め た も の に つ い て は 、 契 約 課 長 が 当 該 審 査 及 び 決

定 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。  



６  契 約 課 長 は 、 前 項 の 決 定 が さ れ た と き は 、 当 該 申 請 者 に 対 し 、 同 項

の 審 査 の 結 果 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 指 名 競 争 入 札 ）  

第 ５ 条  令 第 １ ６ ７ 条 の １ ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 名 を 行 う 場 合 は 、 工

事 主 管 部 長 は 、 福 井 市 競 争 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 （ 以 下 「 資 格 者 名 簿 」

と い う 。） に 登 録 さ れ た 者 の 中 か ら 工 事 等 指 名 業 者 選 定 案 及 び 指 名 理

由 書 を 作 成 し 、 こ れ を 契 約 課 長 に 送 付 す る も の と す る 。  

２  契 約 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 送 付 を 受 け た と き は 、 当 該 送 付 に 係

る 指 名 業 者 案 を 審 査 会 に 提 出 す る も の と す る 。  

３  審 査 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 提 出 に 係 る

指 名 業 者 案 が 妥 当 な も の か ど う か の 審 査 を 行 い 、 指 名 業 者 の 決 定 を 行

う も の と す る 。  

４  令 第 １ ６ ７ 条 の １ ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 前 項 の 規 定 に よ る

指 名 業 者 の 決 定 後 に 契 約 課 長 が 指 名 競 争 入 札 通 知 書 に よ り 行 う も の と

す る 。  

 （ 設 計 金 額 の 公 表 ）  

第 ６ 条  契 約 課 長 は 、 建 設 工 事 等 を 競 争 入 札 に 付 す 場 合 は 、 一 般 競 争 入

札 に あ っ て は 入 札 の 公 告 に よ り 、 指 名 競 争 入 札 に あ っ て は 指 名 競 争 入

札 通 知 書 に 設 計 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 分 を 除 く 。 以 下 同

じ 。） を 記 載 す る こ と に よ り 、 あ ら か じ め 当 該 設 計 金 額 を 公 表 す る も

の と す る 。  

 （ 再 度 の 入 札 ）  

第 ７ 条  令 第 １ ６ ７ 条 の ８ 第 ４ 項 （ 令 第 １ ６ ７ 条 の １ ３ に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。） 及 び 財 務 会 計 規 則 第 １ ０ １ 条 （ 財 務 会 計 規 則 第 １ ０

６ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ り 再 度 の 入 札 を 行 う



場 合 は 、 １ 回 を 限 度 と す る も の と す る 。 た だ し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利

用 し た 入 札 （ 財 務 会 計 規 則 第 ９ ９ 条 の ２ の 規 定 に よ り 行 う 入 札 を い う 。

以 下 同 じ 。） の 場 合 は 、 原 則 と し て 再 度 の 入 札 を 行 わ な い も の と す る 。 

 （ 最 低 制 限 価 格 よ り 低 い 価 格 で 申 込 み を し た 者 の 再 度 の 入 札 に お け る

取 扱 い ）  

第 ８ 条  令 第 １ ６ ７ 条 の １ ０ 第 ２ 項 （ 令 第 １ ６ ７ 条 の １ ３ に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。） 及 び 財 務 会 計 規 則 第 ９ ６ 条 第 ３ 項 （ 財 務 会 計 規 則

第 １ ０ ６ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） の 規 定 に よ り

設 定 し た 最 低 制 限 価 格 よ り 低 い 価 格 を も っ て 申 込 み を し た 者 に つ い て

は 、 失 格 と し 、 前 条 の 再 度 の 入 札 に は 参 加 さ せ な い も の と す る 。  

 （ 予 定 価 格 の 設 定 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 建 設 工 事 等 に 係 る 競 争 入 札 に つ い て 、 財 務 会 計 規 則 第

９ ６ 条 （ 財 務 会 計 規 則 第 １ ０ ６ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） に

規 定 す る 予 定 価 格 の 設 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 予 定 価 格 の 設 定 」 と

い う 。） に 係 る 事 務 を 次 の 各 号 に 掲 げ る 設 計 金 額 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 掲 げ る 者 に 委 任 す る 。  

(1) １ ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上  財 政 部 長  

(2) １ ０ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 １ ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  財 政 部 次 長  

(3) １ ０ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  契 約 課 長  

２  前 項 各 号 に 掲 げ る 職 に あ る 者 に 事 故 が あ る 場 合 は 、 予 定 価 格 の 設 定

に 係 る 事 務 を そ れ ぞ れ 当 該 職 の 下 位 の 職 に あ る 者 が 行 う も の と す る 。 

（ 最 低 制 限 価 格 及 び 調 査 基 準 価 格 の 設 定 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 建 設 工 事 等 に 係 る 競 争 入 札 に つ い て 、 財 務 会 計 規 則

第 ９ ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 最 低 制 限 価 格 及 び 総 合 評 価 方 式 を 適 用 す る

建 設 工 事 等 に 係 る 競 争 入 札 の 調 査 基 準 価 格 の 設 定 （ 以 下 こ の 条 に お い



て 「 最 低 制 限 価 格 等 の 設 定 」 と い う 。） に 係 る 事 務 を 次 の 各 号 に 掲 げ

る 設 計 金 額 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 者 に 委 任 す る 。  

(1) １ ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上  財 政 部 長  

(2) １ ０ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 １ ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  財 政 部 次 長  

(3) １ ０ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  契 約 課 長  

２  前 項 各 号 に 掲 げ る 職 に あ る 者 に 事 故 が あ る 場 合 は 、 最 低 制 限 価 格 等

の 設 定 に 係 る 事 務 を そ れ ぞ れ 当 該 職 の 下 位 の 職 に あ る 者 が 行 う も の と

す る 。  

３  最 低 制 限 価 格 等 の 設 定 は 、 電 子 計 算 機 に よ り 無 作 為 に 行 う も の と し 、

別 記 算 式 １ に よ り 算 定 し 、 予 定 価 格 に 併 記 す る も の と す る 。  

（ 失 格 基 準 価 格 の 設 定 ）  

第 １ ０ 条 の ２  総 合 評 価 方 式 （ 令 第 １ ６ ７ 条 の １ ０ の ２ 及 び 財 務 会 計 規

則 第 ９ ７ 条 の 規 定 に よ り 落 札 者 を 決 定 す る 方 式 を い う 。 以 下 同 じ 。）

を 適 用 す る 建 設 工 事 等 に 係 る 競 争 入 札 に お い て 、 失 格 基 準 価 格 を 設 定

す る 場 合 は 、 別 記 算 式 ２ に よ り 算 定 し 、 予 定 価 格 に 併 記 す る も の と す

る 。  

２  前 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、 失 格 基 準 価 格 の 設 定 に つ い て 準 用

す る 。  

（ 建 設 工 事 等 に 係 る 競 争 入 札 の 開 札 を 行 う 者 ）  

第 １ １ 条  建 設 工 事 等 に 係 る 競 争 入 札 の 開 札 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 建 設

工 事 等 に 係 る 設 計 金 額 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 者 が 行 う も の

と す る 。  

(1) １ ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上  財 政 部 長  

(2) １ ０ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上  １ ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  財 政 部 次 長  

(3) １ ０ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満  契 約 課 長  



２  前 項 各 号 に 掲 げ る 職 に あ る 者 に 事 故 が あ る 場 合 は 、 同 項 の 開 札 は 、

そ れ ぞ れ 当 該 職 の 下 位 の 職 に あ る 者 が 行 う も の と す る 。  

（ 落 札 者 に 対 す る 通 知 ）  

第 １ ２ 条  建 設 工 事 等 に 係 る 競 争 入 札 に お け る 財 務 会 計 規 則 第 １ ０ ２ 条

（ 財 務 会 計 規 則 第 １ ０ ６ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に

よ る 通 知 事 務 を 前 条 の 規 定 に よ り 開 札 を 行 う 者 （ 以 下 「 入 札 執 行 官 」

と い う 。） に 委 任 す る 。  

２  入 札 執 行 官 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 、 当 該 開 札 場 所 に お い て 、

口 頭 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 及 び 郵 便

を 利 用 し た 入 札 を 行 う 場 合 は 、 当 該 入 札 の 結 果 を イ ン タ ー ネ ッ ト を 利

用 し て 速 や か に 公 表 す る こ と に よ り 、 当 該 入 札 の 参 加 者 へ の 落 札 者 の

決 定 の 通 知 と す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 競 争 入 札 の 結 果 等 の 報 告 ）  

第 １ ３ 条  契 約 課 長 は 、 落 札 者 の 決 定 後 又 は 当 該 入 札 の 中 止 後 、 直 ち に

入 札 結 果 報 告 書 を 作 成 し 、 こ れ に 関 係 書 類 を 添 え て 工 事 主 管 課 長 に 送

付 す る も の と す る 。  

（ 予 定 価 格 等 の 公 表 ）  

第 １ ４ 条  契 約 課 長 は 、 建 設 工 事 等 に 係 る 競 争 入 札 が 執 行 さ れ た と き は 、

そ の 執 行 の 日 の 翌 日 （ そ の 日 が 市 の 休 日 に 当 た る と き は 、 そ の 直 後

の 市 の 休 日 で な い 日 ） か ら 起 算 し て １ 年 が 経 過 す る 日 ま で の 間 、 当

該 競 争 入 札 に 係 る 予 定 価 格 及 び 最 低 制 限 価 格 （ 総 合 評 価 方 式 を 適 用

す る 建 設 工 事 に 係 る 競 争 入 札 に あ っ て は 、 予 定 価 格 、 調 査 基 準 価 格

及 び 失 格 基 準 価 格 ） を 公 表 す る も の と す る 。  

（ 競 争 入 札 に よ る 契 約 の 締 結 ）  

第 １ ５ 条  工 事 主 管 課 長 は 、 落 札 者 の 決 定 後 、 契 約 用 設 計 図 書 ２ 部 を 契



約 課 長 に 送 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 電 磁 的 記 録 に よ る 契 約 （ 財 務

会 計 規 則 第 １ ０ ９ 条 の ２ の 規 定 に お け る 契 約 を い う 。 以 下 同 じ 。） の

場 合 は 、 契 約 用 設 計 図 書 ２ 部 に 替 え て 設 計 図 書 の デ ー タ を 契 約 課 長 に

送 付 す る も の と す る 。  

２  契 約 課 長 は 、 落 札 者 決 定 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ５ 日 以 内 （ 市 の 休 日

を 除 く 。） に 契 約 （ 仮 契 約 （ 財 務 会 計 規 則 第 １ １ ７ 条 の 規 定 に お け る

契 約 を い う 。 以 下 同 じ 。） 及 び 電 磁 的 記 録 に よ る 契 約 を 含 む 。 以 下 同

じ 。） を 締 結 し 、 当 該 契 約 書 を 工 事 主 管 課 長 に 送 付 す る も の と す る 。

た だ し 、 当 該 契 約 の 締 結 を 保 留 す る こ と に や む を 得 な い 理 由 が あ る と

市 長 が 認 め る と き は 、 こ の 期 限 を 延 長 す る こ と が で き る 。  

（ 変 更 契 約 に 係 る 事 務 ）  

第 １ ６ 条  前 条 の 規 定 に よ り 契 約 が 締 結 さ れ た 後 に お い て 、 当 該 契 約 の

変 更 の 必 要 が 生 じ た と き は 、 そ の 変 更 契 約 （ 電 磁 的 記 録 に よ る 契 約 を

含 む 。 以 下 同 じ ） に 係 る 事 務 は 工 事 主 管 課 に お い て 処 理 す る も の と す

る 。  

（ 積 算 内 訳 の 公 表 ）  

第 １ ７ 条  契 約 課 長 は 、 建 設 工 事 に つ い て 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

契 約 を 締 結 し た と き は 、 福 井 市 建 設 工 事 の 情 報 の 公 表 に 関 す る 事 務 取

扱 規 則 （ 平 成 １ ３ 年 規 則 第 ２ ９ 号 の ２ ） 第 ７ 条 の ２ の 規 定 に よ り 、 積

算 内 訳 を 公 表 す る も の と す る 。  

（ 随 意 契 約 ）  

第 １ ８ 条  建 設 工 事 等 に 係 る 設 計 金 額 が １ ， ０ ０ ０ 万 円 を 超 え る 場 合 に

お い て 、 当 該 建 設 工 事 等 を 随 意 契 約 に よ り 施 行 す る と き （ 第 ２ ０ 条 に

規 定 す る 場 合 を 除 く 。） は 、 工 事 主 管 部 長 は 、 資 格 者 名 簿 に 登 録 さ れ

た 者 の 中 か ら 当 該 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し 、 随 意 契 約 の 理 由 書 に 決



裁 前 の 執 行 伺 書 を 添 え て 契 約 課 長 に 送 付 す る も の と す る 。  

２  契 約 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 送 付 を 受 け た と き は 、 当 該 送 付 に 係

る 随 意 契 約 の 理 由 書 及 び 執 行 伺 書 を 審 査 会 に 提 出 す る も の と す る 。  

３  審 査 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 建 設 工 事 等

に つ い て 随 意 契 約 に よ る こ と が 適 当 か ど う か の 審 査 を 行 う も の と す る 。 

４  工 事 主 管 課 長 は 、 随 意 契 約 に よ る こ と が 適 当 で あ る 旨 の 前 項 の 審 査

結 果 を 受 け て 、 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 送 付 を 行 う も の と す る 。  

５  第 １ 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る 随 意 契 約 に 係 る 財 務 会 計 規 則 第 １ ０

７ 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 財 務 会 計 規 則 第 ９ ６ 条 の 規 定 に よ る 予 定

価 格 の 設 定 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 １ ９ 条 第 ４ 項 に お い て 「 予 定 価 格 の 設

定 」 と い う 。） に 係 る 事 務 を 工 事 主 管 部 長 に 委 任 す る 。 た だ し 、 工 事

主 管 部 長 が 設 計 に 関 与 し な い 場 合 又 は そ の 他 審 査 会 が 適 当 と 認 め た 場

合 は こ の 限 り で な い 。  

６  予 定 価 格 の 設 定 は 、 第 ４ 項 に 規 定 す る 審 査 結 果 を 受 け て 行 う も の と

す る 。  

７  契 約 課 長 は 、 予 定 価 格 の 設 定 が さ れ た と き は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り

随 意 契 約 の 相 手 方 と し て 決 定 さ れ た 者 か ら 見 積 書 を 徴 し た 上 で 、 契 約

金 額 を 決 定 す る も の と す る 。  

８  第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る 随 意 契 約

の 締 結 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 中 「 落 札 者 決 定 日 」

と あ る の は 「 契 約 金 額 を 決 定 し た 日 」 と 、 「 当 該 契 約 書 を 」 と あ る の

は 「 当 該 契 約 書 に 見 積 結 果 報 告 書 及 び 関 係 書 類 を 添 え て 」 と 読 み 替 え

る も の と す る 。  

第 １ ９ 条  建 設 工 事 等 に 係 る 予 定 価 格 が 、 建 設 工 事 又 は 建 設 工 事 に 係 る

製 造 の 請 負 に あ っ て は 財 務 会 計 規 則 第 １ ０ ６ 条 の ２ の 表 （ １ ） の 項 に



規 定 す る 金 額 を 、 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 の 委 託 に あ っ て は 同 表

（ ６ ） の 項 に 規 定 す る 金 額 を 超 え 、 か つ 、 当 該 建 設 工 事 等 に 係 る 設 計

金 額 が １ ， ０ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 建 設 工 事 等 を 随

意 契 約 に よ り 施 行 す る と き （ 次 条 及 び 第 ２ ０ 条 の ２ に 規 定 す る 場 合 を

除 く 。） は 、 工 事 主 管 課 長 は 、 資 格 者 名 簿 に 登 録 さ れ た 者 の 中 か ら 当

該 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 す る も の と す る 。  

２  工 事 主 管 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た と

き は 、 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 送 付 を 行 う も の と す る 。  

３  前 条 第 ５ 項 の 規 定 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る 随 意 契 約 に つ

い て 準 用 す る 。  

４  予 定 価 格 の 設 定 は 、 第 ２ 項 の 送 付 を 受 け て 行 う も の と す る 。  

５  前 条 第 ７ 項 及 び 第 ８ 項 の 規 定 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る 随

意 契 約 に つ い て 準 用 す る 。  

第 ２ ０ 条  契 約 課 長 は 、 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 再 度 の 入 札 に 付 し 、 か つ 、

落 札 者 が な い 場 合 に お い て 、 工 事 主 管 課 長 と 協 議 の 結 果 、 真 に や む を

得 な い と 認 め ら れ る と き に 、 建 設 工 事 等 の 契 約 を 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第

１ 項 第 ８ 号 の 規 定 に よ り 随 意 契 約 に よ る こ と が で き る 。  

２  第 １ ８ 条 第 ８ 項 の 規 定 は 、 前 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る 随 意 契 約 の

締 結 に つ い て 準 用 す る 。  

第 ２ ０ 条 の ２  工 事 主 管 課 長 は 、 建 設 工 事 等 を 競 争 入 札 に 付 し 、 か つ 、

決 定 さ れ た 落 札 者 が 契 約 を 締 結 し な い 場 合 に お い て 、 当 該 建 設 工 事 等

を 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 ９ 号 の 規 定 に よ る 随 意 契 約 に よ り 施 行 す

る と き 、 随 意 契 約 の 理 由 書 及 び 当 該 競 争 入 札 に 係 る 関 係 書 類 を 契 約 課

長 に 送 付 す る も の と す る 。  

２  契 約 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 送 付 を 受 け た と き は 、 当 該 送 付 に 係



る 随 意 契 約 の 理 由 書 及 び 関 係 書 類 を 審 査 会 に 提 出 す る も の と す る 。  

３  審 査 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 建 設 工 事 等

に つ い て 随 意 契 約 に よ る こ と が 適 当 か ど う か の 審 査 を 行 う も の と す る 。 

４  工 事 主 管 課 長 は 、 随 意 契 約 に よ る こ と が 適 当 で あ る 旨 の 前 項 の 審 査

結 果 を 受 け て 、 第 １ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 送 付 を 行 う も の と す る 。 

５  契 約 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 送 付 を 受 け た と き は 、 第 １ 項 に お い

て 執 行 し た 競 争 入 札 に 参 加 し た 者 で 、 か つ 、 落 札 者 と な ら な か っ た 者

（ 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 失 格 と し た 者 及 び 財 務 会 計 規 則 第 １ ０ ０ 条 の 規

定 に よ り 入 札 が 無 効 と な っ た 者 を 除 く 。） の 中 か ら 当 該 随 意 契 約 の 相

手 方 を 決 定 す る も の と す る 。  

６  契 約 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 随 意 契 約 の 相 手 方 と し て 決 定 さ れ た

者 か ら 見 積 書 を 徴 し た 上 で 、 契 約 金 額 を 決 定 す る も の と す る 。 た だ し 、

当 該 随 意 契 約 の 締 結 に お い て は 、 令 １ ６ ７ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、

契 約 金 額 は 第 １ 項 に お い て 執 行 し た 競 争 入 札 に お け る 落 札 金 額 の 制 限

内 と し 、 か つ 、 履 行 期 限 を 除 く ほ か 、 当 該 競 争 入 札 に 付 す る と き に 定

め た 条 件 を 変 更 す る こ と が で き な い も の と す る 。  

７  第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 第 ６ 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る 随 意 契 約

の 締 結 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 中 「 落 札 者 決 定 日 」

と あ る の は 「 契 約 金 額 を 決 定 し た 日 」 と 、 「 当 該 契 約 書 を 」 と あ る の

は 「 当 該 契 約 書 に 見 積 結 果 報 告 書 及 び 関 係 書 類 を 添 え て 」 と 読 み 替 え

る も の と す る 。  

第 ２ １ 条  第 １ ６ 条 の 規 定 は 、 前 ４ 条 の 規 定 に よ り 随 意 契 約 が 締 結 さ れ

た 後 に お い て 、 当 該 随 意 契 約 の 変 更 の 必 要 が 生 じ た 場 合 に つ い て 準 用

す る 。  

２  第 １ ７ 条 の 規 定 は 、 前 ４ 条 の 規 定 に よ る 随 意 契 約 に お い て 準 用 す る 。 



（ プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 ）  

第 ２ ２ 条  建 設 工 事 等 に つ い て 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 （ 市 が 発 注 す る 建 設

工 事 等 の う ち 、 高 度 又 は 専 門 的 な 技 術 が 要 求 さ れ る も の 等 の 契 約 に 当

た り 、 意 欲 及 び 技 術 的 能 力 等 を 勘 案 し 、 最 適 な 受 注 候 補 者 を 選 定 す る

手 続 を い う 。） そ の 他 こ れ に 類 似 す る 方 法 （ 以 下 「 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式

等 」 と い う 。） に よ っ て 業 者 を 選 定 し よ う と す る 工 事 主 管 課 長 は 、 事

前 に 、 審 査 会 に お い て 、 当 該 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 等 に 係 る 説 明 を 行 わ な

け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 方 法 に よ っ て 選 定 さ れ た 者 と 随 意 契 約 を 締 結 し よ う

と す る 工 事 主 管 課 長 は 、 そ の 審 査 の 経 緯 及 び 選 考 結 果 を 審 査 会 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。  

３  審 査 会 は 、 前 ２ 項 に 規 定 す る 説 明 及 び 報 告 を 受 け る こ と を も っ て 、

第 １ ８ 条 第 ３ 項 の 審 査 に 代 え る こ と が で き る 。  

（ 発 注 予 定 の 公 表 ）  

第 ２ ２ 条 の ２  契 約 課 長 は 、 福 井 市 建 設 工 事 の 情 報 の 公 表 に 関 す る 事 務

取 扱 規 則 （ 平 成 １ ３ 年 規 則 第 ２ ９ 号 の ２ ） 第 ３ 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま

で の 規 定 に よ り 、 当 該 年 度 に 発 注 す る こ と が 見 込 ま れ る 建 設 工 事 の 発

注 予 定 を 公 表 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 の 発 注 予 定 の 公 表 に お い

て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 福 井 市 建 設 工 事 の 情 報 の 公 表 に 関 す

る 事 務 取 扱 規 則 第 ３ 条 中 「 予 定 価 格 が １ ３ ０ 万 円 を 超 え る 」 と あ る の

は 、 「 予 定 価 格 が ５ ０ 万 円 を 超 え る 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 事 前 協 議 ）  

第 ２ ３ 条  工 事 主 管 課 長 は 、 こ の 要 綱 に 定 め の な い 方 法 に よ っ て 入 札 又

は 契 約 及 び こ れ ら を 目 的 と す る 公 告 そ の 他 の 手 続 を 行 お う と す る と き



は 、 契 約 課 長 と 事 前 に 協 議 を 行 う も の と す る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

別 記 算 式 １ （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

 最 低制 限 価 格 又 は 調 査 基 準 価 格 ＝ 設 計 金 額 （ 税 抜 き ） × Ａ × 税 率  

 備 考  

 １  上 式 に お い て 「 設 計 金 額 （ 税 抜 き ）」 は 、 当 該 建 設 工 事 等 の 設 計

金 額 か ら 積 算 に 用 い た 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 除 い た

額 と す る 。  

 ２  上 式 に お い て 「 税 率 」 は 、 １ ０ ０ ／ １ ０ ０ に 当 該 建 設 工 事 等 の 積

算 に 用 い た 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 税 率 を 加 え た 数 と す る 。  

 ３  上 式 に お い て 「 Ａ 」 は 、 次 に 掲 げ る 範 囲 内 の 数 値 と す る 。  

  (1) 建 築 一 式 工 事 の 請 負 に あ っ て は ９ １ ／ １ ０ ０ か ら ９ ３ ／ １ ０ ０

ま で  

  (2) 建 築 一 式 工 事 以 外 の 建 設 工 事 及 び 製 造 の 請 負 に あ っ て は ９ ０ ／

１ ０ ０ か ら ９ ２ ／ １ ０ ０ ま で  

  (3) 地 質 調 査 業 務 の 委 託 に あ っ て は ７ ９ ／ １ ０ ０ か ら ８ ３ ／ １ ０ ０

ま で  

  (4) 地 質 調 査 業 務 以 外 の 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 の 委 託 に あ っ て

は ７ ６ ／ １ ０ ０ か ら ８ ０ ／ １ ０ ０ ま で  

 ４  上 式 に お い て 税 率 を 乗 ず る 前 の 数 値 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が

生 じ た 場 合 は 、 当 該 端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

別 記 算 式 ２ （ 第 １ ０ 条 の ２ 関 係 ）  



 失 格 基 準 価 格 ＝ 調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 き ） × ９ ０ ／ １ ０ ０ × 税 率  

 

 備 考  

 １  上 式 に お い て 「 調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 き ）」 は 、 別 記 算 式 １ に よ り

算 定 し た 調 査 基 準 価 格 か ら 算 定 に 用 い た 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相

当 す る 額 を 除 い た 額 と す る 。  

 ２  上 式 に お い て 「 税 率 」 は 、 １ ０ ０ ／ １ ０ ０ に 調 査 基 準 価 格 の 算 定

に 用 い た 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 税 率 を 加 え た 数 と す る 。  

 ３  上 式 に お い て 税 率 を 乗 ず る 前 の 数 値 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が

生 じ た 場 合 は 、 当 該 端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

 

 


